
 

 

生活福祉資金（緊急小口資金）特例貸付 

受付窓口変更のご案内 

◆本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります◆ 

 

● 貸付対象   令和 6 年能登半島地震による災害救助法の適用になった地域にお住ま

いの被災された方で、当座の生活費を必要とする世帯。  

● 貸付限度額  原則として、一世帯に１０万円。ただし、以下の場合は、 

         一世帯につき２０万円の貸付も可能。(いずれも１回限り) 

① 世帯員の中に被災による死亡者がいる場合 

② 世帯員に要介護者がいる場合 

③ ４人以上の世帯である場合 

④ 世帯員に被災による重傷者や妊産婦、学齢児童がいる場合  

 

● 据置期間   貸付の日から１年以内  

● 償還期間   据置期間終了後２年以内 

● 貸付利子   無利子 ＊償還期限後は残元金に対して年３．０％の延滞利子が発生します。 

 

○ 輪島市社会福祉協議会 本  所 （輪島市河井町１３部１２０番地１） 

○ 輪島市社会福祉協議会 門前支所 （輪島市門前町深田２１番地１７の１） 

○ まちの児童クラブ（町野小学校内） (輪島市町野町粟蔵川原田４２）※３月末で終了 

○ 避難をしている市、町の社会福祉協議会 

〈受付時間〉 

当分の間（土、日、祝日受付可能です） ９時～１５時  

※輪島市役所本館ロビーでの受付は令和６年２月２９日をもって終了いたしました。 

※まちの児童クラブの受付は３月１７日（日）３月２４日（日）３月３１日（日） 

１０時～１４時となります。 

３月末をもってまちの児童クラブでの受付は終了いたします。移動手段を確保できな 

い方はご相談ください。 

 

○ 輪島市社会福祉協議会 本  所 ☏０７６８－２２－２２１９ 

○ 輪島市社会福祉協議会 門前支所 ☏０７６８－４２－０７７２ 

 

受 付 窓 口 

 

貸 付 内 容 

問合せ先 

（令和６年３月１５日現在） 

令和 6年能登半島地震により被災された皆様 
 


